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(57)【要約】
【課題】結晶化半導体層をチャネル領域に用いた薄膜ト
ランジスタにおいて、トランジスタ特性の不均一性を低
減すること。
【解決手段】本発明は、結晶化半導体層１３におけるド
レイン電極１５ｂと接する端部からゲート電極１１のド
レイン電極１５ａ側の端部と対応する位置までの距離を
ΔＬ１、結晶化半導体層１３におけるソース電極１５ｂ
と接する端部からゲート電極１１のソース電極１５ｂ側
の端部と対応する位置までの距離をΔＬ２、ドレイン電
極１５ａ側の不純物ドープ層１４ａにおける結晶化半導
体層１３と接する長さをドレイン側コンタクト長ＣＴ１
、ソース電極１５ｂ側の不純物ドープ層１４ｂにおける
結晶化半導体層１３と接する長さをソース側コンタクト
長ＣＴ２とした場合、ΔＬ２がΔＬ１より長く、ソース
側コンタクト長ＣＴ２がドレイン側コンタクト長ＣＴ１
より長い薄膜トランジスタ１である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上のゲート絶縁膜を介して形成される結晶化半導体層と、
　前記結晶化半導体層の両端側に設けられ、前記結晶化半導体層と接する不純物ドープ層
を介して設けられるドレイン電極およびソース電極とを有し、
　前記結晶化半導体層における前記ドレイン電極と接する端部から前記ゲート電極の前記
ドレイン電極側の端部と対応する位置までの距離をドレイン側ΔＬ、前記結晶化半導体層
における前記ソース電極と接する端部から前記ゲート電極の前記ソース電極側の端部と対
応する位置までの距離をソース側ΔＬ、前記ドレイン電極側の不純物ドープ層における前
記結晶化半導体層と接する長さをドレイン側コンタクト長、前記ソース電極側の不純物ド
ープ層における前記結晶化半導体層と接する長さをソース側コンタクト長とした場合、
　前記ソース側ΔＬは前記ドレイン側ΔＬより長く、前記ソース側コンタクト長は前記ド
レイン側コンタクト長より長い
　薄膜トランジスタ。
【請求項２】
　前記ソース側ΔＬは、２μｍ以上設けられている
　請求項１記載の薄膜トランジスタ。
【請求項３】
　前記ソース側コンタクト長は、５μｍ以上設けられている
　請求項１記載の薄膜トランジスタ。
【請求項４】
　基板上にゲート電極を形成する工程と、
　少なくとも前記ゲート電極を覆うゲート絶縁膜を形成する工程と、
　前記ゲート絶縁膜上に非晶質半導体層を形成し、当該非晶質半導体層にレーザ光を照射
して結晶化半導体層を形成する工程と、
　前記結晶化半導体層の両端側に不純物ドープ層を介してドレイン電極およびソース電極
を形成する工程とを有し、
　前記結晶化半導体層における前記ドレイン電極と接する端部から前記ゲート電極の前記
ドレイン電極側の端部と対応する位置までの距離をドレイン側ΔＬ、前記結晶化半導体層
における前記ソース電極と接する端部から前記ゲート電極の前記ソース電極側の端部と対
応する位置までの距離をソース側ΔＬ、前記ドレイン電極側の不純物ドープ層における前
記結晶化半導体層と接する長さをドレイン側コンタクト長、前記ソース電極側の不純物ド
ープ層における前記結晶化半導体層と接する長さをソース側コンタクト長とした場合、
　前記ソース側ΔＬを前記ドレイン側ΔＬより長く形成し、
　前記ソース側コンタクト長を前記ドレイン側コンタクト長より長く形成する
　薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項５】
　前記非晶質半導体層に連続のレーザ光を照射して前記結晶化半導体層を形成する
　請求項４記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項６】
　複数の画素によって構成される表示領域と、
　前記表示領域の各画素を駆動する薄膜トランジスタとを有し、
　前記薄膜トランジスタが、
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上のゲート絶縁膜を介して形成される結晶化半導体層と、
　前記結晶化半導体層の両端側に設けられ、前記結晶化半導体層と接する不純物ドープ層
を介して設けられるドレイン電極およびソース電極とを有し、
　前記結晶化半導体層における前記ドレイン電極と接する端部から前記ゲート電極の前記
ドレイン電極側の端部と対応する位置までの距離をドレイン側ΔＬ、前記結晶化半導体層
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における前記ソース電極と接する端部から前記ゲート電極の前記ソース電極側の端部と対
応する位置までの距離をソース側ΔＬ、前記ドレイン電極側の不純物ドープ層における前
記結晶化半導体層と接する長さをドレイン側コンタクト長、前記ソース電極側の不純物ド
ープ層における前記結晶化半導体層と接する長さをソース側コンタクト長とした場合、
　前記ソース側ΔＬは前記ドレイン側ΔＬより長く、前記ソース側コンタクト長は前記ド
レイン側コンタクト長より長い
　表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタの製造方法および表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、フラットパネルディスプレイの１つとして注目されている有機ＥＬ（Electro-Lu
minescence）ディスプレイは、有機材料に電流を流したときの発光現象を利用しており、
自発光であるため高い色再現性・高コントラスト・高速応答性・薄型等表示装置として大
きな可能性を秘めている。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイの駆動方式のうち、薄膜トランジスタを画素内に持ったアクティ
ブマトリックス方式は高精細大画面化においてパッシブマトリックス方式よりも優れてお
り、有機ＥＬディスプレイに必要不可欠な技術である。
【０００４】
　ここで、アクティブマトリックス型の有機ＥＬディスプレイを構成する薄膜トランジス
タとしては、少なくとも画素の明暗を制御するスイッチングトランジスタと有機ＥＬ素子
の発光を制御する駆動トランジスタとが必要である。そのうちの駆動トランジスタはトラ
ンジスタを流れる電流量がそのまま輝度に反映されるため、良好なＯＮ特性が必要である
と同時に、発光期間中トランジスタに電圧を印加し続ける必要があるため高い信頼性が必
要である。
【０００５】
　この高いＯＮ特性と高信頼性を実現するため、結晶化したシリコンを用いるプロセスの
導入が進んでいる。一般的な結晶シリコンプロセスとしては、既に液晶ディスプレイにお
いて導入されているエキシマレーザを用いた多結晶シリコンプロセスが広く知られている
（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－２４２０５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、エキシマレーザはガスレーザを用いたパルスレーザであり、ライン状のレーザ
光を長軸と垂直な方向にずらしながら照射し、アモルファスシリコンを溶融する。パルス
レーザであるため、パルス間の強度バラツキがそのまま結晶化のバラツキに結びつき、引
いては特性のバラツキとなる。このような特性差が有機ＥＬディスプレイの場合はそのま
ま輝度差となり、ムラとして視認される。これについては、照射時のオーバーラップ量等
の条件で特性バラツキの抑制は行えるが、根本的な解決は困難である。
【０００８】
　一方で、固体レーザを用いた連続発振のレーザ光をスキャンさせることによりアモルフ
ァスシリコンを結晶化方法も開発されている。この方法は、連続した照射となるためにエ
キシマレーザで問題となるパルス間バラツキによる特性ムラがでないという利点があり、
開発が進められている。
【０００９】
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　しかしながら、このようにレーザをスキャン照射する場合は、スキャン速度がシリコン
または金属の熱伝導に対して非常に遅いため、レーザがゲート電極端に到達したときに急
激にゲート電極の金属に熱を奪われ、ゲート電極端から距離が短い部分に関して充分な結
晶性が得られない。一方で、ゲート電極端から充分な距離が確保できている領域において
は、ゲート電極に充分熱が蓄積され、結晶性は良好になる。結晶性の悪い領域がチャネル
領域にかかる場合はもちろんであるが、かからない場合でもソース電極とのコンタクトの
悪化による特性劣化と特性差が生じてしまう。
【００１０】
　本発明は、結晶化半導体層をチャネル領域に用いた薄膜トランジスタにおいて、トラン
ジスタ特性の不均一性を低減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、ゲート電極と、ゲート電極上のゲート絶縁膜を介して形成される結晶化半導
体層と、結晶化半導体層の両端側に設けられ、結晶化半導体層と接する不純物ドープ層を
介して設けられるドレイン電極およびソース電極とを有し、結晶化半導体層におけるドレ
イン電極と接する端部からゲート電極のドレイン電極側の端部と対応する位置までの距離
をドレイン側ΔＬ、結晶化半導体層におけるソース電極と接する端部からゲート電極のソ
ース電極側の端部と対応する位置までの距離をソース側ΔＬ、ドレイン電極側の不純物ド
ープ層における結晶化半導体層と接する長さをドレイン側コンタクト長、ソース電極側の
不純物ドープ層における結晶化半導体層と接する長さをソース側コンタクト長とした場合
、ソース側ΔＬがドレイン側ΔＬより長く、ソース側コンタクト長がドレイン側コンタク
ト長より長い薄膜トランジスタである。
【００１２】
　このような本発明では、薄膜トランジスタにおいて、ソース側ΔＬをドレイン側ΔＬよ
り長く、ソース側コンタクト長をドレイン側コンタクト長より長く設けることで、ソース
側ゲート電極端におけるチャネル領域の結晶性の悪化の影響を軽減できるようになる。
【００１３】
　また、本発明は、基板上にゲート電極を形成する工程と、少なくとも前記ゲート電極を
覆うゲート絶縁膜を形成する工程と、ゲート絶縁膜上に非晶質半導体層を形成し、当該非
晶質半導体層にレーザ光を照射して結晶化半導体層を形成する工程と、結晶化半導体層の
両端側に不純物ドープ層を介してドレイン電極およびソース電極を形成する工程とを有し
、結晶化半導体層におけるドレイン電極と接する端部からゲート電極のドレイン電極側の
端部と対応する位置までの距離をドレイン側ΔＬ、結晶化半導体層におけるソース電極と
接する端部からゲート電極のソース電極側の端部と対応する位置までの距離をソース側Δ
Ｌ、ドレイン電極側の不純物ドープ層における結晶化半導体層と接する長さをドレイン側
コンタクト長、ソース電極側の不純物ドープ層における結晶化半導体層と接する長さをソ
ース側コンタクト長とした場合、ソース側ΔＬをドレイン側ΔＬより長く形成し、ソース
側コンタクト長をドレイン側コンタクト長より長く形成する薄膜トランジスタの製造方法
である。
【００１４】
　このような本発明では、非晶質半導体層を結晶化半導体層にする薄膜トランジスタの製
造方法において、ソース側ΔＬをドレイン側ΔＬより長く、ソース側コンタクト長をドレ
イン側コンタクト長より設けることで、ソース側ゲート電極端におけるチャネル領域の結
晶性の悪化の影響を軽減できるようになる。
【００１５】
　また、本発明は、複数の画素によって構成される表示領域と、表示領域の各画素を駆動
する薄膜トランジスタとを有し、薄膜トランジスタが、ゲート電極と、ゲート電極上のゲ
ート絶縁膜を介して形成される結晶化半導体層と、結晶化半導体層の両端側に設けられ、
結晶化半導体層と接する不純物ドープ層を介して設けられるドレイン電極およびソース電
極とを有し、結晶化半導体層におけるドレイン電極と接する端部からゲート電極のドレイ
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ン電極側の端部と対応する位置までの距離をドレイン側ΔＬ、結晶化半導体層におけるソ
ース電極と接する端部からゲート電極のソース電極側の端部と対応する位置までの距離を
ソース側ΔＬ、ドレイン電極側の不純物ドープ層における結晶化半導体層と接する長さを
ドレイン側コンタクト長、ソース電極側の不純物ドープ層における結晶化半導体層と接す
る長さをソース側コンタクト長とした場合、ソース側ΔＬがドレイン側ΔＬより長く、ソ
ース側コンタクト長がドレイン側コンタクト長より長い表示装置である。
【００１６】
　このような本発明では、表示装置の各画素を駆動する薄膜トランジスタにおいて、ソー
ス側ΔＬをドレイン側ΔＬより長く、ソース側コンタクト長をドレイン側コンタクト長よ
り設けることで、ソース側ゲート電極端におけるチャネル領域の結晶性の悪化の影響を軽
減できるようになる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、チャネル領域の結晶化にあたり、ソース側ゲート電極端における結晶
性の悪化の影響を軽減できることから、トランジスタ特性のバラツキを抑制することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態を図に基づき説明する。
【００１９】
＜薄膜トランジスタの構造＞
　図１は、本実施形態の薄膜トランジスタを説明する模式断面図である。本実施形態に係
る薄膜トランジスタ１では、レーザスキャン方式でチャネル領域の結晶化を行う場合に、
トランジスタの特性に寄与するソース／ドレインコンタクトの差異を極小化し、トランジ
スタ特性のバラツキを抑制する点に特徴がある。
【００２０】
　図１に示すように、本実施形態の薄膜トランジスタ１は、絶縁性の基板１０上に形成さ
れるゲート電極１１と、ゲート電極１１上のゲート絶縁膜１２を介して形成される結晶化
半導体層１３と、結晶化半導体層１３の両端側に設けられ、結晶化半導体層１３と接する
不純物ドープ層１４ａ、１４ｂを介して設けられるドレイン電極１５ａおよびソース電極
１５ｂとを有している。
【００２１】
　本実施形態の薄膜トランジスタ１では、結晶化半導体層１３におけるドレイン電極１５
ａと接する端部からゲート電極１１のドレイン電極１５ａ側の端部と対応する位置までの
距離をΔＬ１、結晶化半導体層１３におけるソース電極１５ｂと接する端部からゲート電
極１１のソース電極１５ｂ側の端部と対応する位置までの距離をΔＬ２、ドレイン電極１
５ａ側の不純物ドープ層１４ａにおける結晶化半導体層１３と接する長さをドレイン側コ
ンタクト長ＣＴ１、ソース電極１５ｂ側の不純物ドープ層１４ｂにおける結晶化半導体層
１３と接する長さをソース側コンタクト長ＣＴ２とした場合、ΔＬ２がΔＬ１より長く、
ソース側コンタクト長ＣＴ２がドレイン側コンタクト長ＣＴ１より長く設けられている。
【００２２】
　ここで、ΔＬ２としては、後述するように２μｍ以上が好ましい。また、ソース側コン
タクト長ＣＴ２としては、後述するように５μｍ以上が好ましい。
【００２３】
　このような本実施形態の薄膜トランジスタ１では、ΔＬ２をΔＬ２より長く、さらにソ
ース側コンタクト長ＣＴ２をドレイン側コンタクト長ＣＴ１より長く設けることで、ソー
ス側ゲート電極端における結晶化半導体層１３の結晶性の悪化、すなわち、レーザ光照射
による結晶化半導体層１３の結晶性の影響を軽減できるようになり、安定した特性の薄膜
トランジスタを構成できるようになる。
【００２４】
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　具体的には、本実施形態の薄膜トランジスタ１を製造するにあたり、結晶化半導体層１
３をレーザ光照射によって結晶化している。このレーザ光照射を行う際に、レーザ光がゲ
ート電極端までくると、レーザ光によって熱せられたシリコンからゲート絶縁膜１２を介
してゲート電極１１へと熱が拡散する。これによってシリコンを結晶化すべき熱量が失わ
れ、結晶性の悪化を招く。
【００２５】
　さらに、レーザ光が進行した場合、ゲート電極１１は充分熱せられ熱量が飽和している
ため、ゲート電極１１への熱の逃げは無くなる。これにより、安定した結晶性が得られる
ようになる。これらの現象により、ゲート電極端とその他の場所とで結晶性に差ができ、
薄膜トランジスタの特性バラツキという問題が発生する。
【００２６】
　ここで、薄膜トランジスタのＯＮ特性に大きな影響を及ぼすのはソース側のみであるた
め、ソース電極１５ｂ側のゲート電極１１端から結晶化半導体層１３までの距離（ΔＬ２
）やソース電極１５ｂ側の結晶化半導体層１３と不純物ドープ層１４ｂとの接触長である
ＣＴ２を十分に確保することや、ソース電極１５ｂ側の結晶化半導体層１３と不純物ドー
プ層１４ｂとの接触面積を十分に確保することにより結晶性の悪化したゲート電極端の影
響を限りなく小さくすることができるようになる。その結果、バラツキの少ないトランジ
スタ特性を得ることができる。
【００２７】
　なお、ΔＬに関しては、大きくすることによりゲート電極１１とソース電極１５ｂとの
間の寄生容量Ｃｇｓおよびゲート電極１１とドレイン電極１５ａとの間の寄生容量Ｃｇｄ
が増加することになる。この場合、寄生容量に関しては、増加すると駆動電圧の変化をも
たらし、輝度差となり、ムラとして視認されるが、後述するように、薄膜トランジスタに
おけるＯＮ特性のドレイン側のΔＬ１に対する依存性は見られないため、ドレイン側のΔ
Ｌ１を製造上作成可能な大きさ(１μｍ程度)とすることで、寄生容量を小さくする。また
、寄生容量として問題となる部分をドレイン部分に接続することにより、寄生容量の問題
を抑えつつ、特性バラツキの改善を行うことができる。
【００２８】
＜薄膜トランジスタの製造方法＞
　図２～図３は、本実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を順に説明する模式断面
図である。先ず、図２（ａ）に示すように、絶縁性の基板１０の表面にスパッタ法等によ
ってモリブデンを成膜し、例えばフォトリソグラフィとエッチングとによってゲート電極
１１を形成する。
【００２９】
　続いて、例えばプラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）法により、窒化シリコ
ンと酸化シリコンとの積層から成るゲート絶縁膜１２を形成する。さらに、ゲート絶縁膜
１２上にアモルファスシリコン層１３’およびアモルファスシリコン層１３’への金属核
酸を防止するためのバッファ層としてシリコン酸化膜２１を連続的に成膜する。次に、レ
ーザ光を吸収し熱へと変換するための金属層（熱変換層）としてモリブデン２２をスパッ
タ法により成膜する。
【００３０】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、固体レーザなどによる連続のレーザ光を、最終的に
得る薄膜トランジスタにおける例えばソース領域側からスキャン照射して、アモルファス
シリコン層１３’の結晶化を行う。この結晶化によって結晶化半導体層１３が形成される
。
【００３１】
　アモルファスシリコン層１３’の結晶化後は、不要となるモリブデン２２とシリコン酸
化膜２１とをエッチングし、図２（ｃ）に示すように、エッチングストッパ１６となるシ
リコン窒化膜を例えばプラズマＣＶＤ法により形成する。
【００３２】
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　エッチングストッパ１６の形成に際しては、前述のようにソース側のΔＬ２とドレイン
側のΔＬ１との関係がΔＬ２＞ΔＬ１となるように形成する。結晶化半導体層１３では、
エッチングストッパ１６の直下にチャネル領域が形成され、その両側にソース領域および
ドレイン領域が形成される。
【００３３】
　続いて、図３（ａ）に示すように、エッチングストッパ１６と周辺の結晶化半導体層１
３の露出部とに渡って、ｎ＋アモルファスシリコンから成る不純物ドープ層１４を形成す
る。さらに、不純物ドープ層１４の上に金属層１５を形成する。
【００３４】
　その後、エッチングストッパ１６上の金属層１５および不純物ドープ層１４をエッチン
グすると、図３（ｂ）に示すように、エッチングストップ１６で金属層と不純物ドープ層
とが分割され、ドレイン側の不純物ドープ層１４ａとドレイン電極１５ａおよびソース側
の不純物ドープ層１４ｂとソース電極１５ｂとが形成される。その後は、全面に図示しな
いパッシベーション膜となる窒化シリコン膜等を形成して、逆スタガ型トランジスタを完
成させる。
【００３５】
　このような製造方法によって、ΔＬ２がΔＬ１より長く、ソース側コンタクト長ＣＴ２
がドレイン側コンタクト長ＣＴ１より長く設けられる薄膜トランジスタ１を得ることがで
きる。
【００３６】
＜薄膜トランジスタの特性＞
　図４は、ΔＬ２を変えたときのトランジスタ特性の変化を説明する図である。この図で
は、薄膜トランジスタにおける特性の一つであるＯＮ特性について、横軸をソース側のΔ
Ｌ２、縦軸をＯＮ特性として示したもので、ドレイン側のΔＬ１をグラフのパラメータと
している。
【００３７】
　この図から分かるように、薄膜トランジスタにおけるＯＮ特性のドレイン側のΔＬ１に
対する依存性は見られない一方、ソース側のΔＬ２に関しては大きくすることによりＯＮ
特性の向上が見られる。特に、ソース側のΔＬ２を２μｍ以上確保するとＯＮ特性は飽和
傾向となり、バラツキを抑えるには充分といえる。
【００３８】
　図５は、ドレイン側およびソース側のコンタクト長の変化によるトランジスタのＯＮ特
性の変化を説明する図である。グラフの一方はドレイン側のコンタクト長ＣＴ１の変化に
対応したもの、グラフの他方はソース側のコンタクト長ＣＴ２の変化に対応したものであ
る。なお、ドレイン側およびソース側の各コンタクト長についてのグラフでは、他方の側
のコンタクト長を３μｍにして測定したものである。いずれの側のコンタクト長であって
も長くするとＯＮ特性の向上が見られるが、ソース側のコンタクト長ＣＴ２の変化の方が
顕著に表れている。
【００３９】
　図６は、ドレイン側のコンタクト長ＣＴ１の変化によるＯＮ特性の変化と、ソース側の
コンタクト長ＣＴ２の変化によるＯＮ特性の変化との差を示す図である。図５、図６から
分かるように、コンタクト長が長くなってくると結晶性悪化による特性バラツキは抑制さ
れる方向になり、５μｍ以上取れば充分と言える。
【００４０】
　図７は、有機ＥＬ表示装置向けの画素回路例を示す等価回路図である。駆動トランジス
タのドレインには電源が供給され、ソース側から有機ＥＬに電圧が供給される。駆動トラ
ンジスタのゲートには書き込みトランジスタからの信号が供給される。この書き込みトラ
ンジスタには画像信号が供給され、書き込みトランジスタのゲートを走査信号で制御する
ことにより、画像信号が書き込みトランジスタから蓄積容量に画像信号が書き込まれ、駆
動トランジスタのゲートを制御する。これにより、駆動トランジスタは画像信号に応じた
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電圧を有機ＥＬに供給することになる。
【００４１】
　このような画素回路における駆動トランジスタとして本実施形態の薄膜トランジスタを
適用する。具体的には、駆動トランジスタにおいてドレイン側のΔＬ１＝１μｍ、ドレイ
ン側のコンタクト長ＣＴ１＝３μｍを維持しつつ、有機ＥＬおよび蓄積容量に接続されて
いるソース側のΔＬ２≧２μｍ、ソース側のコンタクト長ＣＴ２≧５μｍで設計する。こ
れによりレーザのスキャン方向や画素の配列に依存することなく、良好なトランジスタ特
性を達成することができる。
【００４２】
＜実施形態の効果＞
　スキャンレーザによって非晶質半導体層を結晶化することで製造する薄膜トランジスタ
において、ソース側のΔＬ２およびコンタクト長ＣＴ２をドレイン側より大きく取ること
で、ゲート電極端における結晶性の悪化の影響を軽減し、バラツキの少ないトランジスタ
特性を得ることが可能となる。したがって、例えば有機ＥＬ表示装置における画素回路中
の閾値変動回路に関わる容量をドレイン側に配置することによって、寄生容量による有機
ＥＬ表示装置の表示特性への悪影響を排除しつつ、レーザのスキャン方向や画素配置に依
存せずに、良質な表示パネル作製を実現できる。
【００４３】
　次に、本実施形態に係る表示装置の適用例について説明する。
【００４４】
＜表示装置＞
　本実施形態に係る薄膜トランジスタは、図８に示すようにフラット型のモジュール形状
の表示装置に適用される。例えば絶縁性の基板上２００２に、表示領域、本実施形態の薄
膜トランジスタ等からなる画素をマトリックス状に集積形成した画素アレイ部２００２ａ
を設ける。この画素アレイ部（画素マトリックス部）２００２ａを囲むように接着剤２０
２１を配し、ガラス等の対向基板２００６を貼り付けて表示モジュールとする。この透明
な対向基板２００６には必要に応じて、カラーフィルタ、保護膜、遮光膜等を設けてもよ
い。表示モジュールには、外部から画素アレイ部２００２ａへの信号等を入出力するため
のコネクタとして例えばＦＰＣ（フレキシブルプリントサーキット）２０２３を設けても
よい。
【００４５】
　本実施形態に係る表示装置は、表示領域として液晶を用いた液晶表示装置や、表示領域
として有機ＥＬを用いた有機ＥＬ表示装置のほか、表示画像を拡大投影する投射型表示装
置など、種々の適用が可能である。
【００４６】
＜電子機器への適用例＞
　以上説明した本実施形態に係る表示装置は、図９～図１３に示す様々な電子機器、例え
ば、テレビ、プロジェクション装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ
、携帯電話等の携帯端末装置、ビデオカメラなど、電子機器に入力された映像信号、若し
くは、電子機器内で生成した映像信号を、画像若しくは映像として表示するあらゆる分野
の電子機器の表示装置に適用することが可能である。以下に、本実施形態が適用される電
子機器の一例について説明する。
【００４７】
　図９は、本実施形態が適用されるテレビを示す斜視図である。本適用例に係るテレビは
、フロントパネル１０２やフィルターガラス１０３等から構成される映像表示画面部１０
１を含み、その映像表示画面部１０１として本実施形態に係る表示装置を用いることによ
り作成される。
【００４８】
　図１０は、本実施形態が適用されるデジタルカメラを示す斜視図であり、（Ａ）は表側
から見た斜視図、（Ｂ）は裏側から見た斜視図である。本適用例に係るデジタルカメラは
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、フラッシュ用の発光部１１１、表示部１１２、メニュースイッチ１１３、シャッターボ
タン１１４等を含み、その表示部１１２として本実施形態に係る表示装置を用いることに
より作製される。
【００４９】
　図１１は、本実施形態が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図であ
る。本適用例に係るノート型パーソナルコンピュータは、本体１２１に、文字等を入力す
るとき操作されるキーボード１２２、画像を表示する表示部１２３等を含み、その表示部
１２３として本実施形態に係る表示装置を用いることにより作製される。
【００５０】
　図１２は、本実施形態が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。本適用例に係る
ビデオカメラは、本体部１３１、前方を向いた側面に被写体撮影用のレンズ１３２、撮影
時のスタート／ストップスイッチ１３３、表示部１３４等を含み、その表示部１３４とし
て本実施形態に係る表示装置を用いることにより作製される。
【００５１】
　図１３は、本実施形態が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図であり、
（Ａ）は開いた状態での正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じた状態での正面図、
（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面図である。本適用
例に係る携帯電話機は、上側筐体１４１、下側筐体１４２、連結部（ここではヒンジ部）
１４３、ディスプレイ１４４、サブディスプレイ１４５、ピクチャーライト１４６、カメ
ラ１４７等を含み、そのディスプレイ１４４やサブディスプレイ１４５として本実施形態
に係る表示装置を用いることにより作製される。
【００５２】
＜表示撮像装置＞
　本実施形態に係る表示装置は、以下のような表示撮像装置に適用可能である。また、こ
の表示撮像装置は、先に説明した各種電子機器に適用可能である。図１４には、表示撮像
装置の全体構成を表すものである。この表示撮像装置は、Ｉ／Ｏディスプレイパネル２０
００と、バックライト１５００と、表示ドライブ回路１２００と、受光ドライブ回路１３
００と、画像処理部１４００と、アプリケーションプログラム実行部１１００とを備えて
いる。
【００５３】
　Ｉ／Ｏディスプレイパネル２０００は、複数の画素が全面に渡ってマトリクス状に配置
された液晶パネルからなり、線順次動作をしながら表示データに基づく所定の図形や文字
などの画像を表示する機能（表示機能）を有すると共に、後述するようにこのＩ／Ｏディ
スプレイ２０００に接触または近接する物体を撮像する機能（撮像機能）を有するもので
ある。また、バックライト１５００は、例えば複数の発光ダイオードが配置されてなるＩ
／Ｏディスプレイパネル２０００の光源であり、Ｉ／Ｏディスプレイ２０００の動作タイ
ミングに同期した所定のタイミングで、高速にオン・オフ動作を行うようになっている。
【００５４】
　表示ドライブ回路１２００は、Ｉ／Ｏディスプレイパネル２０００において表示データ
に基づく画像が表示されるように（表示動作を行うように）、このＩ／Ｏディスプレイパ
ネル２０００の駆動を行う（線順次動作の駆動を行う）回路である。
【００５５】
　受光ドライブ回路１３００は、Ｉ／Ｏディスプレイパネル２０００において受光データ
が得られるように（物体を撮像するように）、このＩ／Ｏディスプレイパネル２０００の
駆動を行う（線順次動作の駆動を行う）回路である。なお、各画素での受光データは、例
えばフレーム単位でフレームメモリ１３００Ａに蓄積され、撮像画像として画像処理部１
４へ出力されるようになっている。
【００５６】
　画像処理部１４００は、受光ドライブ回路１３００から出力される撮像画像に基づいて
所定の画像処理（演算処理）を行い、Ｉ／Ｏディスプレイ２０００に接触または近接する
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物体に関する情報（位置座標データ、物体の形状や大きさに関するデータなど）を検出し
、取得するものである。なお、この検知する処理の詳細については後述する。
【００５７】
　アプリケーションプログラム実行部１１００は、画像処理部１４００による検知結果に
基づいて所定のアプリケーションソフトに応じた処理を実行するものであり、例えば検知
した物体の位置座標を表示データに含むようにし、Ｉ／Ｏディスプレイパネル２０００上
に表示させるものなどが挙げられる。なお、このアプリケーションプログラム実行部１１
００で生成される表示データは表示ドライブ回路１２００へ供給されるようになっている
。
【００５８】
　次に、図１５を参照してＩ／Ｏディスプレイパネル２０００の詳細構成例について説明
する。このＩ／Ｏディスプレイパネル２０００は、表示エリア（センサエリア）２１００
と、表示用Ｈドライバ２２００と、表示用Ｖドライバ２３００と、センサ読み出し用Ｈド
ライバ２５００と、センサ用Ｖドライバ２４００とを有している。
【００５９】
　表示エリア（センサエリア）２１００は、有機電界発光素子からの光を変調して表示光
を出射すると共にこのエリアに接触または近接する物体を撮像する領域であり、発光素子
（表示素子）である有機電界発光素子と後述する受光素子（撮像素子）とがそれぞれマト
リクス状に配置されている。
【００６０】
　表示用Ｈドライバ２２００は、表示ドライブ回路１２００から供給される表示駆動用の
表示信号および制御クロックに基づいて、表示用Ｖドライバ２３００と共に表示エリア２
１００内の各画素の有機電界発光素子を駆動するものである。
【００６１】
　センサ読み出し用Ｈドライバ２５００は、センサ用Ｖドライバ２４００と共にセンサエ
リア２１００内の各画素の受光素子を線順次駆動し、受光信号を取得するものである。
【００６２】
　次に、図１６を参照して、表示エリア２１００内の各画素とセンサ読み出し用Ｈドライ
バ２５００との接続関係について説明する。この表示エリア２１００では、赤（Ｒ）用の
画素３１００と、緑（Ｇ）用の画素３２００と、青（Ｂ）用の画素３３００とが並んで配
置されている。
【００６３】
　各画素の受光センサ３１００ｃ，３２００ｃ，３３００ｃに接続されたコンデンサに蓄
積された電荷は、それぞれのバッファアンプ３１００ｆ，３２００ｆ，３３００ｆで増幅
され、読み出しスイッチ３１００ｇ，３２００ｇ，３３００ｇがオンになるタイミングで
、信号出力用電極を介してセンサ読み出し用Ｈドライバ２５００へ供給される。なお、各
信号出力用電極には定電流源４１００ａ，４１００ｂ，４１００ｃがそれぞれ接続され、
センサ読み出し用Ｈドライバ２５００で感度良く受光量に対応した信号が検出されるよう
になっている。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本実施形態の薄膜トランジスタを説明する模式断面図である。
【図２】本実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を順に説明する模式断面図（その
１）である。
【図３】本実施形態に係る薄膜トランジスタの製造方法を順に説明する模式断面図（その
２）である。
【図４】ΔＬ２を変えたときのトランジスタ特性の変化を説明する図である。
【図５】ドレイン側およびソース側のコンタクト長の変化によるトランジスタのＯＮ特性
の変化を説明する図である。
【図６】ドレイン側のコンタクト長ＣＴ１の変化によるＯＮ特性の変化と、ソース側のコ
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ンタクト長ＣＴ２の変化によるＯＮ特性の変化との差を示す図である。
【図７】有機ＥＬ表示装置向けの画素回路例を示す等価回路図である。
【図８】フラット型のモジュール形状の例を示す模式図である。
【図９】本実施形態が適用されるテレビを示す斜視図である。
【図１０】本実施形態が適用されるデジタルカメラを示す斜視図である。
【図１１】本実施形態が適用されるノート型パーソナルコンピュータを示す斜視図である
。
【図１２】本実施形態が適用されるビデオカメラを示す斜視図である。
【図１３】本実施形態が適用される携帯端末装置、例えば携帯電話機を示す図である。
【図１４】表示撮像装置の構成を表すブロック図である。
【図１５】Ｉ／Ｏディスプレイパネルの構成例を表すブロック図である。
【図１６】各画素とセンサ読み出し用Ｈドライバとの接続関係を説明するための回路図で
ある。
【符号の説明】
【００６５】
　１…薄膜トランジスタ、１０…基板、１１…ゲート電極、１２…ゲート絶縁膜、１３…
結晶化半導体層、１４ａ…ドレイン側の不純物ドープ層、１４ｂ…ソース側の不純物ドー
プ層、１５ａ…ドレイン電極、１５ｂ…ソース電極

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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